
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和３年５月２１日（金） ８：２２～８：３３ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：菅 義 偉 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

武 田 良 太 国務大臣（総務大臣） 

上 川 陽 子 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

萩生田 光 一 国務大臣（文部科学大臣） 

田 村 憲 久 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 上 浩太郎 国務大臣（農林水産大臣） 

梶 山 弘 志 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

赤 羽 一 嘉 国務大臣（国土交通大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岸 信 夫 国務大臣（防衛大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（内閣官房長官） 

平 沢 勝 栄 国務大臣（復興大臣） 

小此木 八 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

河 野 太 郎 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

坂 本 哲 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

西 村 康 稔 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

丸 川 珠 代 国務大臣（東京オリンピック・パラリンピック担当大臣，内閣府特命担当大臣） 

井 上 信 治 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：坂 井 学 内閣官房副長官 

岡 田 直 樹 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ６件 

○国会提出案件   １１件 

 ○公布（法律）    ３件 

○政令         １件 

○人事        １件 

○配布        １件 

いずれも，案件表のとおり，決定等となった。 
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議事内容： 

○加藤国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，坂井副長官から御説明申し上げます。 

○坂井内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，「南スーダン国際

平和協力業務実施計画の変更」及び「同業務の実施の状況」について，御決定をお

願いいたします。本件は，同業務における司令部要員及び連絡調整要員の活動の実

施期間を令和４年５月３１日まで１年間延長するものであり，決定の上は，国際平

和協力法に基づき，計画の変更及び実施状況について，国会に報告するものであり

ます。あわせて，計画の変更内容を反映する「南スーダン国際平和協力隊の設置等

に関する政令の一部を改正する政令」について，御決定をお願いいたします。

次に，「海賊対処行動に係る内閣総理大臣の承認」及び「同承認に係る国会報告」

について，御決定をお願いいたします。本件は，多国籍の海賊対処部隊の体制改編

に伴う派遣要員の規模及び構成の変更について，内閣総理大臣が承認するものであ

り，決定の上は，海賊対処法に基づき，その旨及び対処要項を国会に報告するもの

であります。本件につきましては，後程，防衛大臣から御発言があります。 

次に，「ケニア国」及び「大韓民国」駐日特命全権大使の接受に御裁可を仰ぐこと

について，御決定をお願いいたします。本件は，５月２４日，信任状捧呈の予定で

あります。 

次に，信・解任状に認証を仰ぐことについて，御決定をお願いいたします。本件

は，「アイスランド国」及び「キューバ国」駐箚特命全権大使の異動に伴い，交付す

べき信任状及び解任状であります。 

次に，質問主意書に対する答弁書９件について，お手元の資料のとおり，御決定

をお願いいたします。 

次に，法律の公布について，御決定をお願いいたします。「ストーカー行為等の規 

制等に関する法律の一部改正法」外２件が，１９日までの衆議院及び参議院本会議

において，可決成立したものであります。 

次に,人事案件について，申し上げます。吉本幹彦外１５６名の叙位又は叙勲につ

いて，御決定をお願いいたします。 

次に，配布資料といたしまして，「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては，後程，総務大臣から御発言があります。 

次に，件名外案件について，申し上げます。まず，「国防省先進武器システムに関

連する秘密軍事情報の秘密保持及び保護に関する書簡」を米国との間に交換するこ

とについて，御決定をお願いいたします。本件は，同システムに関連する秘密軍事

情報が米国から供与される際の秘密保持の措置のための細目について，定めるもの

であります。なお，本日の書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願い

いたします。 

次に，「漁業取締船の贈与に関する書簡」をインドネシアとの間に交換することに

ついて，御決定をお願いいたします。本件は，漁業監視能力の向上等のため，漁業

取締船１隻を贈与することについて，取り極めるものであります。なお，２４日の
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書簡交換まで不公表といたしたいので，御了承をお願いいたします。 

〇加藤国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，防衛大臣。 

〇岸国務大臣：自衛隊の海賊対処行動等を含む国際社会による継続的な取組の成果が

現れ，海賊事案の発生件数は極めて低い水準で推移しています。しかしながら，ソ

マリアの貧困といった海賊を生み出す根本的な要因が未だ解決しておらず，海賊行

為に対処しなければならない状況には依然として変化が見られません。自衛隊が参

加している多国籍の海賊対処部隊である第１５１連合任務部隊及びその上級部隊

である連合海上部隊は，本年６月１０日に組織改編を実施する予定です。これまで，

自衛隊は，第１５１連合任務部隊に司令官や司令部要員を派遣するとともに，連合

海上部隊にも情報収集等のための連絡要員を派遣してきました。引き続き国際社会

と連携して海賊対処行動に取り組むため，自衛隊は，連合海上部隊及び第１５１連

合任務部隊から改編される第１５１連合任務群に司令部要員を派遣したいと考え

ております。この海賊対処行動の発令について，内閣総理大臣の承認を受け，また

所要の事項の国会への報告をお願いしたく，各位の御理解をお願いします。 

〇加藤国務大臣：次に，総務大臣。 

〇武田国務大臣：本日，消費者物価指数を公表いたしました。その主なポイントは，

次のとおりです。４月の全国の消費者物価指数は，１年前に比べ０．４％の下落と

なりました。生鮮食品を除く指数は，１年前に比べ０．１％の下落と，９か月連続

の下落となりました。これは，ガソリンなどが上昇した一方で，携帯電話各社が低

廉な料金プランの提供を開始したことに伴い，携帯電話通信料が大きく下落したこ

とによるものです。今後の新型コロナウイルス感染症の状況を見ながら，引き続き，

物価動向を注視してまいります。 

〇加藤国務大臣：次に，経済産業大臣。 

〇梶山国務大臣：日本アルコール産業株式会社及び株式会社日本貿易保険の代表権を

有する社長につきまして，近く開催される各社の取締役会において，別紙のとおり

決議される予定ですが，その決議をそれぞれ認可いたしたいので，御了解願います。 

〇加藤国務大臣：次に，国土交通大臣。 

〇赤羽国務大臣：東京地下鉄株式会社外３社の代表権を有する会長及び社長について，

近く開催される各社の取締役会において，別紙のとおり決議される予定ですが，そ

の決議をそれぞれ認可いたしたいので，御了解願います。 

〇加藤国務大臣：これをもちまして，閣議を終了いたします。 

  引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

私から，国会対応に当たっての各閣僚への注意喚起について，申し上げます。通

常国会の会期も残り約１か月となりました。政府としては，国会に対し，国民生活

にとって重要な内閣提出法案の審議をお願いしており，これらの法案の成立を期し

て，国会対応を最優先に，全力を尽くしていくことが重要です。こうした中，参議

院・厚生労働委員会及び外交防衛委員会において副大臣が委員会審議に遅刻すると

いう事案が発生したことは，極めて遺憾です。各大臣におかれては，より一層の緊

張感を持って国会対応に当たるよう，各府省において副大臣・大臣政務官，政務を
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支える事務方をはじめ職員にも徹底していただきたいと思います。 

ほかに御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和３年 

５月 21日 

◎ 一 般 案 件

○ 南 スー ダ ン国 際 平 和協 力業 務 実 施計 画の 変 更 につ

い て （ 決 定 ）   （ 内閣 府本 府 ・ 外務 ・防 衛 省 ）

〃 ○海 賊対 処 行 動に 係る 内 閣 総理 大臣 の 承 認に つい て

（ 決 定 ）              （防 衛 省 ）

   ☆ ケニア 国 特 命全 権大 使 タ ブ・ イリ ナ 外 １名 の接 受

に つ いて （ 決定 ）          （外 務 省 ）

〃 ☆ アイ スラ ン ド 国駐 箚特 命 全 権大 使鈴 木 亮 太郎 外１

名に 交 付 す べ き 信 任 状 及 び 前 任 特 命 全 権 大 使 小

澤  仁 外 １ 名の 解 任 状に つき 認 証 を仰 ぐこ と に つ

い て （ 決 定 ）             （ 同 上 ）

◎ 国 会 提 出案件

○ 南 スー ダ ン国 際 平 和協 力業 務 の 実施 の状 況 に つい

て （ 決 定 ）    （ 内閣 府本 府 ・ 外務 ・防 衛 省 ）

〃 ○ 海賊 行為 の 処 罰及 び海 賊 行 為へ の対 処 に 関す る法

律第７条第３項に基づく国会報告について（決定）

（ 防 衛 省 ） 

1. 衆 議 院議 員 石 川香 織（ 立 民 ）提 出東 京 オ リン

ピック・パラリンピックが再延期・中止になっ

た 際 の 保険 金に 関 す る質 問に 対 す る答 弁書 に

つ い て （決 定）        （ 内閣 官房 ）

〃 ○ 1. 参 議 院 議員 伊藤 孝 恵 （民 主） 提 出 官僚 の働 き

方 に 関 す る再 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定 ）  （同 上 ） 

1. 参 議 院 議員 伊 藤 孝恵 （民 主 ） 提出 官僚 の 働 き

方 改 革 に関 する 質 問 に対 する 答 弁 書に つい て

（ 決 定 ）                      （同 上 ）

1. 衆 議 院議 員江 田 憲 司（ 立民 ） 提 出衆 議院 国 土

交 通 委員 会 にお け る 非居 住者 （ 外 国人 ）の カ

ジ ノ 所得 に 対す る 課 税に つい て の 特定 複合 観

光 施 設区 域 整備 推 進 本部 事務 局 の 虚偽 答弁 等

に関する質問に対する答弁書について（決定）

（ 財 務 省） 

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
な し

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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1. 衆 議 院議 員宮 川 伸 （立 民） 提 出 新型 コロ ナ ウ

イ ル スの イ ンド 変 異 株の 感染 拡 大 防止 策に 関

す る 質問 に 対す る 答 弁書 につ い て （決 定）

（ 厚 生 労 働省） 

1. 衆 議 院議 員関 健 一 郎（ 立民 ） 提 出新 型コ ロ ナ

ウ イ ルス 感 染症 の ワ クチ ンに 関 す る質 問に 対

す る 答弁 書 につ い て （決 定）    （ 同上 ）

1. 衆 議 院議 員松 原 仁 （立 民） 提 出 新型 コロ ナ ウ

イ ル ス向 け ワク チ ン 接種 の副 反 応 に伴 う補 償

適 用 状況 に 関す る 質 問に 対す る 答 弁書 につ い

て （ 決定 ）            （ 同上 ）

1. 衆 議 院議 員阿 部 知 子（ 立民 ） 提 出次 期エ ネ ル

ギ ー 基本 計 画の 骨 格 （案 ）に 関 す る質 問に 対

す る 答弁 書 につ い て （決 定） （ 経 済産 業省 ）

1. 衆 議 院議 員松 原 仁 （立 民） 提 出 東京 五輪 の 規

模 縮 小に 伴 う羽 田 空 港新 飛行 ル ー ト運 用の 必

然 性 に関 す る質 問 に 対す る答 弁 書 につ いて

（ 決 定）          （ 国 土交 通省 ）

◎ 公 布 （法 律）

1. ス ト ーカ ー行 為 等 の規 制等 に 関 する 法律 の 一

部 を 改正 す る法 律 （ 決定 ）

☆ 1. 地 域 の自 主 性 及び 自立 性 を 高め るた め の 改革

の 推 進 を図 るた め の 関係 法律 の 整 備に 関す る

法 律 （ 決定 ）

1. 新 型 コロ ナウ イ ル ス感 染症 等 の 影響 によ る 社

会 経 済情 勢 の変 化 に 対応 して 金 融 の機 能の 強

化 及 び安 定 の確 保 を 図る ため の 銀 行法 等の 一

部 を 改正 す る法 律 （ 決定 ）

◎ 政 令 

○ 南 スー ダ ン国 際 平 和協 力隊 の 設 置等 に関 す る 政令

の 一 部 を 改正 す る 政令 （決 定 ）

（ 内 閣府 本府 ・ 外 務・ 財務 ・ 防 衛省 ） 

資 料
あ り

資 料
な し  
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◎ 人 事 

☆ 元 岐阜 県 事務 吏 員 吉本 幹彦 外 １ ５６ 名の 叙 位 又は

叙 勲 に つ い て（ 決 定 ）

◎ 配 布 

☆ 消 費 者 物価指 数   （ 総 務 省） 

〔 ○ 署 名あ り ☆ 署 名な し〕

資 料
あ り
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令和３年 

５月 21日 

◎ 一 般 案件

○ 国 防省先 進 武 器シ ステ ム に 関連 して ア メ リカ 合衆

国 政 府に より 日 本 国政 府に 供 与 され る秘 密 軍 事情

報 の 秘密 保持 及 び 保護 に関 す る 書簡 の交 換 に つい

て （ 決定 ）                             （ 外 務 省 ）

〃 ○ 漁業取 締 船 の贈 与に 関 す る日 本国 政 府 とイ ンド ネ

シ ア 共和 国 政府 と の 間の 書簡 の 交 換に つい て

（ 決 定） （ 同 上 ） 

〔 ○ 署 名あ り ☆ 署 名な し〕

資 料
な し

（ 金 ）件 名 外 案 件 （ 金 ）
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